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地域計画策定推進緊急対策事業実施要綱 

 

制定 令和５年４月１日付け４経営第 3105号 

最終改正 令和６年３月６日付け５経営第 2894 号 

農林水産事務次官依命通知 

 

第１ 趣旨 

  平成 24 年以降、地域の話合いにより今後の地域農業の在り方や地域の中心とな

る経営体の農地の集約化に関する方針などを明確化する人・農地プランの取組を

推進してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕

作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、

農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化すること

が喫緊の課題です。 

  今般、農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤法」とい

う。）を改正し、地域の話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する

地域計画（基盤法第 19条第１項に規定する地域計画をいう。以下同じ。）を定め、

それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管

理機構を活用した農地の集約化等を進めていくこととしています。 

このため、本事業により、地域の農業者等の話合いに基づき、地域が目指すべ

き将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定に向けた取組を支援します。 

 

第２ 事業の内容  

  本事業では、地域計画の策定に向けた市町村、農業委員会及び都道府県が行う

以下に掲げる事業に係る経費について補助するものとします。 

  ただし、（１）ア（ア）については、令和５年度限りとします。 

 （１）市町村推進事業 

   ア 地域の農業者等による協議の場の設置等 

   （ア）協議の場の設置に係る調整等 

      協議の場（基盤法第 18条第１項に規定する協議の場をいう。以下同 

     じ。）の設置に向けた役割分担を明確にした推進体制の整備及び協議の

場の設置 

   （イ）協議の実施 

      協議の運営及び協議の場をコーディネートする専門家等の活用 

   （ウ）協議の結果の取りまとめ・公表 

   イ 地域計画の策定等 

   （ア）地域計画の策定 

   （イ）関係者への説明会等の開催 

      （ア）で策定した地域計画について農業委員会、農地中間管理機構、 
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     農業協同組合、土地改良区その他の関係者への説明会等の開催 

   （ウ）地域計画の周知及びフォローアップ 

 （２）農業委員会推進事業 

    地域計画のうち目標地図（基盤法第 19条第３項の地図をいう。以下同 

   じ。）の素案の作成 

 （３）都道府県推進事業 

   ア 説明会の開催 

     市町村や関係機関の担当者等に対する地域計画の策定に向けた全般的な 

    事項に関する説明会の開催 

   イ 研修会の開催等 

     地域計画の策定に係る話合いの円滑な進行や取りまとめ手法に関する市 

    町村や関係機関の担当者等の技能向上のための研修等の実施 

   ウ 助言及び指導 

     市町村等に対する地域計画の策定及び本事業の適切な実施に係る助言及 

    び指導 

 

第３ 実施区域 

  第２の（１）及び（２）の事業の対象となる区域は、都市計画法（昭和 43年法律 

 第 100号）第７条第１項の規定に基づき市街化区域と定められた区域（当該区域以 

 外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地を除きま 

 す。）以外の区域とします。 

  なお、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第６条第１項 

 の規定に基づき指定された農業振興地域をできる限り区域に含めるものとします。 

 

第４ 事業実施主体 

  事業実施主体は、次に掲げるものとします。 

（１）第２の（１）の事業 

基盤法第６条に規定する農業経営基盤強化促進基本構想を定める市町村 

（２）第２の（２）の事業 

基盤法第 20条第１項の規定により市町村から目標地図の素案の作成を求め 

られる農業委員会 

（３）第２の（３）の事業 

都道府県 

  また、市町村、農業委員会及び都道府県は、事業の実施に係る事務の一部を委

託することができるものとします。 

 

第５ 事業実施計画の作成及び承認手続等 

 １ 事業実施主体は、第２の事業を実施しようとする場合には、以下により事業
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の別ごとに地域計画策定推進緊急対策事業実施計画（以下「事業実施計画」と

いう。）を作成するものとします。 

２ 農業委員会会長は、第２の（２）の事業を実施しようとする場合には、事業

実施計画（様式第１号）を作成し、市町村長に提出するものとします。 

３ 市町村長は、第２の（１）の事業を実施しようとする場合には、２により提

出された事業実施計画を含めた事業実施計画（様式第１号）を作成し、都道府

県知事に提出するものとします。 

  なお、市町村長は、第２の（１）の事業を実施しない場合には、２により提

出された事業実施計画を都道府県知事に提出するものとします。 

４ 都道府県知事は、３により提出された事業実施計画の内容について、必要な

調整を行った上取りまとめ、都道府県が実施する第２の（３）の事業を含めた

事業実施計画（様式第２号）を作成し、地方農政局長（北海道にあっては北海

道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下「地

方農政局長等」という。）に提出するものとします。 

  なお、都道府県知事は、第２の（３）の事業を実施しない場合には、３によ

り提出された事業実施計画の内容について、必要な調整を行った上取りまと

め、事業実施計画（様式第２号）を作成し、地方農政局長等に提出するものと

します。 

５ 地方農政局長等は、４により提出された事業実施計画の内容を審査の上、担

い手育成・確保等対策事業補助金等交付要綱（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ

第 350 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）、本要綱等

に照らし、その内容が適当と認められる場合には、事業実施計画を承認するも

のとします。 

６ 都道府県知事は、５により事業実施計画が承認された場合には、速やかに、

市町村長に対し、事業実施計画を承認した旨の通知をするものとします。 

７ ２から６までの規定は、事業実施計画の変更のうち、次に掲げるものについ

て準用することとします。 

（１）第２の（１）、（２）又は（３）の事業の新設又は廃止 

（２）事業実施主体の変更 

（３）事業費の 30％を超える増減 

 ８ 事業実施主体は、事業年度開始前においても１から４までの規定に基づき事

業実施計画を提出することができるものとします。 

   この場合、地方農政局長等は提出のあった事業実施計画について、５の規定

に基づき承認を行うものとします。承認された事業実施計画については、事業

年度開始後において、当該計画に変更がない場合は、５の規定に基づく承認を

受けたものとします。 

   なお、都道府県知事は、８により事業実施計画が承認された場合には、速や

かに、市町村長に対し、事業実施計画を承認した旨の通知をするものとしま
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す。 

 

第６ 事業の着手  

１ 事業の実施については、原則補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和 30 年法律第 179 号）第６条第１項の交付の決定（以下「交付決定」と

いう。）後に着手するものとします。 

ただし、地域計画の策定を円滑に実施する上でやむを得ない場合には、事業

実施主体は、事業実施計画の承認の後に地域計画策定推進緊急対策事業交付決

定前着手届（様式第３号。以下「着手届」という。）を地方農政局長等に提出

するものとします。この場合、農業委員会会長は、市町村長に着手届を提出す

るものとし、市町村長は、農業委員会会長から着手届が提出された場合には当

該着手届を含め都道府県知事に提出し、都道府県知事は、その内容について適

切と認められた場合には、地方農政局長等に提出するものとします。 

また、都道府県が事業実施主体となる事業で、交付決定前に着手する必要が

ある場合についても、同様とします。 

２ １のただし書により交付決定前に事業に着手する場合、事業実施主体は、事

業の内容が的確となり、かつ補助金の交付が確実となってから、着手するもの

とします。 

  また、この場合、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの

責任とすることを了知の上行うものとします。 

なお、都道府県知事は、交付要綱第４の規定による交付申請書の提出に当た

っては、交付申請書の備考欄に着手年月日及び着手届の文書番号を記載するも

のとします。 

３ 地方農政局長等は、事業着手後においても、必要な指導を十分に行うことに

より、事業が適正に行われるようにするものとします。 

 

第７ 事業の完了報告 

 １ 事業実施主体は、毎年度、事業が終了したときは、以下により地域計画策定

推進緊急対策事業完了報告書（以下「完了報告書」という。）を作成するもの

とします。 

 ２ 農業委員会会長は、毎年度、事業が終了したときは、完了報告書（様式第１

号）を作成し、市町村長に報告するものとします。 

３ 市町村長は、毎年度、事業が終了したときは、２により提出された完了報告

書を含めた完了報告書（様式第１号）を作成し、都道府県知事に報告するもの

とします。 

  なお、市町村長は、第２の（１）の事業の事業実施計画を都道府県知事に提

出していない場合には、２により提出された完了報告書を都道府県知事に報告

するものとします。 
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４ 都道府県知事は、３により提出された完了報告書を取りまとめた上で、都道

府県が実施した事業を含めた完了報告書（様式第２号）を作成し、補助事業を

完了した日から１か月を経過した日又は翌年度の４月 10 日のいずれか早い日

（地方公共団体に対し補助金の全額が前金払又は概算払により交付された場合

は翌年度の６月 10 日）（以下「期日」という。）までに地方農政局長等に報告

するものとします。 

  なお、都道府県知事は、第２の（３）の事業の事業実施計画を地方農政局長

等に提出していない場合には、３により提出された完了報告書を取りまとめた

上で、完了報告書を作成し、期日までに地方農政局長等に報告するものとしま

す。 

 

第８ 国による補助及び採択方法 

１ 国は、予算の範囲内において、本事業の実施に必要な経費（別表に掲げるも

のに限る。）について補助するものとします。 

２ 第２の（１）及び（２）の事業の採択は、全ての地域において、農業経営基

盤強化促進法の基本要綱（平成 24 年５月 31 日付け 24 経営第 564 号農林水産省

経営局長通知）附則（令和５年４月１日付け４経営第 3216 号）５の規定により

なお従前の例によるものとされる人・農地プランの具体的な進め方について

（令和元年６月 26 日付け元経営第 494 号農林水産省経営局長通知）に基づく

人・農地プランを策定していない市町村を優先するものとします。 

なお、第２の（３）の事業（第２の（３）イの事業を除きます。）の採択より

第２の（１）及び（２）の事業の採択を優先します。 

  ただし、本取扱いについては、令和５年度限りとします。 

 

第９ 補助金の返還 

１ 国は、本事業の実施に当たり、事業実施主体が、本要綱に定める要件を満た

さないことが判明した場合、事業を実施していなかった場合又は完了報告書の

内容に虚偽があった場合その他次に掲げる事由に該当しない場合には、当該事

業実施主体が所在する都道府県に対し、補助金を返還させる措置を講ずるもの

とします。 

 （１）令和７年３月 31日までに地域計画を策定していること。 

 （２）策定した地域計画を市町村のホームページに公表していること。 

  （３）「地域計画の策定に取り組む地区の工程表」の作成について（令和４年 

    ９月 22日付け４経営第 1531号農林水産省経営局経営政策課長通知）に基づ

く工程表（以下「工程表」という。）を作成し、地域計画の策定に向けて

具体的に取り組んでいること。 

２ 都道府県は、本事業で補助すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を国
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へ返還する措置を講ずるものとします。 

 

第１０ 証拠書類の保管 

都道府県、市町村及び農業委員会は、事業実施計画及び完了報告書等の補助金

の交付に関する証拠書類及び経理書類については、事業終了の年度の翌年度から

起算して５年間保存するものとします。必要な場合には、これらの書類を確認さ

せていただくことがあります。 

 

第１１ 関係機関との連携 

  都道府県、市町村及び農業委員会は、本事業を実施するに当たり、次に定める

とおり、関係機関と密接に連携し、本事業を地域の実情に即して効果的に推進す

るよう努めるものとします。 

（１）都道府県は、本事業を実施するに当たって、農業委員会ネットワーク機

構、農地中間管理機構、農業協同組合中央会、土地改良事業団体連合会及び

農業経営・就農支援センターと密接に連携し、実施するものとします。 

（２）市町村は、本事業を実施するに当たって、農業委員会、農地中間管理機

構、農業協同組合及び土地改良区と密接に連携し、実施するものとします。 

（３）農業委員会は、本事業を実施するに当たって市町村、農地中間管理機構、

農業協同組合及び土地改良区と密接に連携し、実施するものとします。 

 

第１２ 報告及び検査 

国は、本事業が適切に実施されたかどうかを確認するため、都道府県、市町

村、農業委員会及び本事業に関係する団体に対し、必要な事項の報告を求めた

り、現地への立入調査を行ったりすることができるものとします。 

 

第１３ その他 

本事業の実施に関し必要な事項は、本要綱に定めるもののほか、経営局長が別

に定めることとします。 

 

第１４ 留意事項 

  事業実施主体の本事業の実施に当たっての留意事項は次に定めるとおりです。 

 （１）推進指導等 

   ア 都道府県知事は、事業実施主体の職員等が本事業の実施に関して不正な

行為をし、又はその疑いがある場合には、事業実施主体に対して当該不正

な行為等に関する真相及び発生原因の解明並びに再発防止のための是正措

置等、適切な措置を講ずるよう求めるものとします。 

イ 都道府県知事は、アに該当する事業実施主体が新たに本事業の実施を要

望する場合には、事業実施主体から報告を受けた当該不正行為等の内容及
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び発生原因、事業実施主体において講じられた再発防止のための是正措置

等の報告内容が本事業の適切な執行を確保する上で不十分であると認めら

れるときは、当該事業を行わないものとします。 

 （２）関連事業等との連携 

   都道府県知事、市町村長及び農業委員会会長は、地域計画の策定や地域計 

  画で定めた取組を促進する観点から本事業と併せて関連する事業との連携に 

  努めるものとします。 

 （３）環境への配慮 

   事業実施主体は、本事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に取り組むも

のとし、その具体的な取組内容は別記のとおりとします。 

     

附 則（令和５年４月１日付け４経営第 3105号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行します。 

     

   附 則（令和６年３月６日付け５経営第 2894号） 

 １ この要綱は、令和６年３月６日から施行します。 

 ２ この通知による改正前の地域計画策定推進緊急対策事業実施要綱の規定に基

づき実施している事業に対する同要綱の運用については、なお従前の例による

ものとします。 
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（別表） 

補助対象となる経費等 

区分 内容 補助率 

謝金 第２の取組に直接必要となる事務の補助、専門的

知識の提供、資料の収集、会議の出席等について協

力を得た専門家等に対する謝礼に必要な経費 

定額 

（ 時 間 単 価

7,900 円以内を

基本とします

が、市町村又は

都道府県が定め

る謝金単価等が

ある場合は、当

該謝金単価を適

用することがで

きるものとしま

す。） 

旅費  第２の取組に直接必要となる都道府県及び市町村

職員、専門家等の移動に必要な経費 

定額 

事務等経費  第２の取組に直接必要となる印刷製本費、通信運

搬費、雑役務費（手数料、印紙代等）、借上費（会場

借料、パソコン等のリース料）、消耗品費、振込手数

料、備品購入費等 

定額 

人件費  地域計画の策定に向けた取組に必要な手当（都道

府県及び市町村の正規職員の超過勤務に対して支払

う実働に応じた対価（日給又は時間給））、賃金（取

組のために雇用した非常勤職員に対して支払う実働

に応じた対価）、共済費（当該非常勤職員の賃金に係

る社会保険料及び子ども・子育て拠出金等）、職員手

当等（当該非常勤職員等に対する各種手当等） 

定額 

委託費  第２の取組を他の者に委託するために必要な経費 定額 

注１：上記の経費であっても、補助事業の有無にかかわらず都道府県、市町村及び農業委員会で

具備すべき備品・物品等の購入（地図情報システム等を含む。）又はリース・レンタルに

係る費用については補助対象外とします。 

注２：他の国の補助事業と重複して補助を受けないものとします。 

注３：人件費の算定等に当たっては、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化につい

て（平成 22年９月 27日付け 22経第 960号大臣官房経理課長通知）によるものとしま

す。 
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様式第１号 

文 書 番 号  

提出年月日 令和○年○月○日 

事業実施主体 

○○市町村長 

（○○農業委員会会長） 

氏 名 
 

令和○○年度地域計画策定推進緊急対策事業実施計画（又は完了報告書） 
 

１ 対象地区 

対象地区数 対象地区内農用地等面積 

地区 ha 
 

２ 連携体制 

関係機関 役割分担 

市町村  

農業委員会  

農地中間管理機構  

農業協同組合  

土地改良区  
 

３ 取組内容 

取組内容 

 
 

４ 事業費 

取組内容 
事業費 積算根拠 

（内容、回数、単価等）  うち国費 

（１）市町村推進事業   
 
（２）農業委員会推進

事業 
 
※ ３の「取組内容」の記載

内容に即して、取組内容を

項目立てて記載すること。 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

※ 積算根拠の内容が細かく

なる場合には、本欄に「別

紙」と記載の上、積算根拠

を記載した別紙を添付する

ことも可。 

合計 円 円  

（注）本様式を計画変更又は完了報告書とする際は、変更前の事業実施計画の内容を括弧書き
の上、変更後の事業実施計画の内容を裸書きしてください。 

 

５ 添付書類 

  ※ 工程表を添付します。 

  ※ 「環境負荷低減のチェックシート」（別記様式）を添付します。 
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様式第２号 

文 書 番 号  

提出年月日 令和○年○月○日 

事業実施主体 
○○都道府県知事 

氏 名 
 

令和○○年度地域計画策定推進緊急対策事業実施計画（又は完了報告書） 
 
１ 市町村 

対象市町村数 対象市町村内農用地等面積 

市町村 ha 
 
２ 取組内容 

取組内容 

 

 
３ 事業費 

事業名 

事業費 
備考 

（取組内容等） 
 うち国費 

 
地域計画策定推進緊急対策事業 
 
（１）市町村推進事業 
 
（２）農業委員会推進事業 
 
（３）都道府県推進事業 
 

 
円 

 
円 

          
  円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

合計 円 円  

※ 市町村から提出があった事業実施計画又は完了報告書を基に記載します。 
※ 本様式を計画変更又は完了報告書とする際は、変更前の事業実施計画の内容を括弧書きの

上、変更後の事業実施計画の内容を裸書きしてください。 
※ 「都道府県推進事業」に係る事業費については、第２の（３）に要する経費を記載しま

す。 
 
４ 添付書類 
  ※ 事業実施計画（様式第１号）又は完了報告書（様式第１号）を添付します。 

  ※ 「環境負荷低減のチェックシート」（別記様式）を添付します。 
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様式第３号 

文 書 番 号  

提出年月日 令和○年○月○日 

事業実施主体 

○○市町村長 

（○○農業委員会会長） 

（○○都道府県知事） 

氏 名 
 

令和○○年度地域計画策定推進緊急対策事業交付決定前着手届 
 

 地域計画策定推進緊急対策事業実施要綱（令和５年４月１日付け４経営第 3105 号

農林水産事務次官依命通知）の第６の１に基づき、下記条件を了承の上、交付決定

前に着手するので届け出ます。 
 

記 
 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に

損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するものとすること。 

２ 交付金交付決定を受けた金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合

においても、異議がないこと。 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計

画変更（事業の内容変更）はないこと。 
 

別添 

区分 

 着手 

年月日 

完了予定 

年月日 事業費 うち国費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 
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（別記） 

環境負荷低減に向けた具体的取組内容 

 

第１ 取組の趣旨 

  事業実施主体は、環境負荷の低減のため、最低限行うべき環境負荷の取組につ

いて定めた「環境負荷低減のチェックシート」（別記様式）記載の各取組について

実施するものとします。 

 

第２ 事業実施主体の環境負荷低減のチェックシートの提出 

 １ 事業実施主体は、本事業実施要綱第５に定める事業実施計画の提出にあわせ、

チェックシートに記載された各取組について、自らが事業実施期間中に実施す

る旨をチェックした上で、当該チェックシートを農業委員会会長は市町村長に、

市町村長は都道府県知事に、都道府県知事は地方農政局長等に提出することと

します。 

 ２ １に係るチェックシートが、他事業の申請に当たり既に提出しているチェッ

クシートの内容と重複する場合には、提出を省略できることとし、省略するに

当たっては、提出済みのチェックシートの特定に必要な情報（事業名、提出年

月日及び提出先）を記載の上、当該チェックシートと同様の内容である旨を記

載することとします。 

 

第３ 主な環境関係法令の遵守 

  事業実施主体は、環境負荷低減のチェックシート中の「関係法令の遵守」に関

し、以下の環境関係法令を遵守するものとします。 

（１）適正な施肥 

・肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25年法律第 127号） 

・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45年法律第 139号） 

・土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 等 

（２）適正な防除 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 

・植物防疫法（昭和 25年法律第 151号） 等 

（３）エネルギーの節減 

・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

（昭和 54年法律第 49号） 等 

（４）悪臭及び害虫の発生防止 

・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成 11年法律第 

112号） 

・悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 等 

（５）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 
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・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号） 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律 

第 112号） 

・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60号）  

 等 

（６）生物多様性への悪影響の防止 

・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 

（平成 15年法律第 97号） 

・水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

・湖沼水質保全特別措置法（昭和 59年法律第 61号） 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88号） 

・鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 

（平成 19年法律第 134号） 

・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 48号） 

・漁業法（昭和 24年法律第 267号） 

・水産資源保護法（昭和 26年法律第 313号） 

・持続的養殖生産確保法（平成 11年法律第 51号） 等 

（７）環境関係法令の遵守等 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・環境影響評価法（平成９年法律第 81号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号） 

・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法 

律（平成 19年法律第 56号） 

・土地改良法（昭和 24年法律第 195号） 

・森林法（昭和 26年法律第 249号） 等 
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（別記様式）                                   

  

事業実施主体  


